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古
代
の
卯
杖 

奈
良
県
立
万
葉
文
化
館 

主
任
研
究
員 

中
本
和 

 

は
じ
め
に 

 

■
卯
杖
と
は 

卯
杖
と
は
、
正
月
上
卯
（
初
卯
）
に
献
上
さ
れ
る
杖
の
こ
と
。
そ
こ
か
ら
転
じ
て
、
正
月
上
卯
に
大
学
寮
・
大
舎
人
寮
や
六
衛

府
な
ど
が
杖
を
天
皇
な
ど
に
献
上
す
る
儀
式
の
こ
と
を
い
う
。
邪
気
（
悪
鬼
）
を
祓
う
た
め
に
行
わ
れ
た
。
中
国
古
代
の
風
習

に
起
源
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。「
卯
杖
」
の
他
、「
卯
日
杖
」「
御
杖
」「
剛
卯
杖
」
な
ど
と
も
表
記
さ
れ
る
。 

上
卯
：
そ
の
月
の
最
初
の
卯
の
日
（
ひ
と
月
に
最
大
三
回
の
卯
の
日
が
あ
る
） 

子
・
丑
・
寅
・
卯
・
辰
・
巳
・
午
・
未
・
申
・
酉
・
戌
・
亥 

  

一 

飛
鳥
時
代
後
期
か
ら
恒
例
化
ま
で 

（
一
）
史
料
上
の
初
見 

史
料
『
日
本
書
紀
』
持
統
三
年
（
六
八
九
）
正
月
乙
卯
（
二
日
）
条 

 

大
学
寮
、
杖
八
十
枚
を
献
ず
。 

 

先
行
研
究
に
お
い
て
、
卯
杖
の
初
見
と
さ
れ
る
史
料
。 

天
武
・
持
統
朝
は
、
律
令
官
制
の
整
備
が
進
ん
だ
時
期
で
あ
る
と
と
も
に
、
宮
廷
儀
式
が
整
備
さ
れ
る
時
期
に
も
あ
た
る
。 

大
学
寮
は
官
人
の
養
成
機
関
で
あ
り
、
飛
鳥
時
代
後
期
に
設
立
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
（
天
智
天
皇
十
年
（
六
七
一
）
に
、「
学

識
頭
」
が
み
え
る
）、
大
宝
令
の
制
定
に
よ
り
制
度
的
に
確
立
し
た
。 

 

八
十
の
意
味 

 

実
数 『

延
喜
式
』
の
規
定 

四
の
倍
数 

何
本
か
の
束
を
六
十
束
と
な
り
増
加
し
て
い
く 

 
 

卯
杖
を
使
用
す
る
対
象
（
人
数
）
が
増
加
し
て
い
く 

正
倉
院
宝
物
の
天
平
宝
字
二
年
銘
の
杖
は
二
本
組 

多
数 

 
 

八
は
多
数
を
示
す 

 

例
：
八
百
万
の
神 

呪
術
的
な
意
味 

 

持
統
三
年
以
降
、
仁
寿
二
年
（
八
五
二
）
ま
で
、
国
史
に
卯
杖
の
記
載
が
な
い
【
表
】。 
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（
二
）
奈
良
時
代 

奈
良
時
代
の
例 

正
倉
院
宝
物
に
椿
杖
が
二
点
（
南
倉
六
五―

甲
乙
）
あ
り
、
三
十
足
机
（
中
倉
二
〇
二
・
二
〇
三
）
と
机
を
覆
う
黄
臈
纈
羅
張

（
南
倉
一
四
六―

五
）・
黄き

地じ

花か

文も
ん

臈
纈
羅

ろ
う
け
ち
の
ら

第
三
号―

一
（
南
倉
一
八
〇
）
が
一
ま
と
ま
り
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。 

史
料 

正
倉
院
宝
物
「
三
十
足
机
（
卯
日
御
杖
机
）」（
中
倉
二
〇
二
・
二
〇
三
）
墨
書
銘 

卯
日
御
机 

天
平
宝
字
二
年
正
月 

 

史
料 

正
倉
院
宝
物
「
黄
地
花
文
臈
纈
羅
第
三
号―

一
（
卯
日
御
杖
机
覆
残
欠
）」（
南
倉
一
八
〇
）
墨
書
銘 

卯
日
御
杖
机
覆 

 

天
平 

 

天
平
宝
字
二
年
（
七
五
八
）
正
月
の
上
卯
は
己
卯
（
六
日
）
に
あ
た
り
、
孝
謙
天
皇
に
献
上
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

二
本
の
椿
杖
は
卯
杖 

長
さ
約
一
五
九
㎝
で
『
延
喜
式
』
の
規
定
（
五
尺
三
寸
）
と
ほ
ぼ
同
じ
。 

「
椿
杖
」
は
、
椿
の
皮
の
模
様
を
利
用
し
て
金
泥
と
銀
泥
、
褐
色
・
黄
・
緑
で
彩
色
。 

当
時
の
政
権
担
当
者
で
あ
る
藤
原
仲
麻
呂
の
唐
風
化
政
策
の
一
環
と
し
て
意
識
さ
れ
た
か
。 

 

（
三
）
平
安
時
代
初
期 

史
料
『
内
裏
式
』
上
卯
日
献
御
杖
式 

天
皇
、
紫
宸
殿
に
御
す
。
即
ち
春
宮
坊
大
夫
以
下
、
御
杖
机
を
挙
げ
、
皇
太
子
相
扶
け
日
華
門

に

っ

か
も

ん

よ
り
入
る
。
南
階
よ
り
昇
り

簀
子
敷
の
上
に
樹た

て
退
出
す
〈
若も

し
皇
太
子
、
参
入
せ
ざ
る
の
時
、
坊
官
を
し
て
之
を
献
ぜ
し
む
。
坊
官
足
ら
ざ
れ
ば
、
近

衛
次
将
を
加
え
、
雨
湿
は
内
侍
に
付
し
て
之
を
献
ず
〉。
内
侍
転
取
し
奏
覧
す
。
訖お

わ

り
て
坊
官
、
内
侍
司
に
就
き
机
を
賜
ふ
。

大
舎
人
寮
・
左
右
兵
衛
府
、
杖
を
捧さ

さ

ぎ
、
建
礼
門
外
に
候
ふ
。
近
仗
、
中
儀
に
服
す
。
一
列
、
階
下
に
陣
す
〈
儀
は
雷
鳴
に

同
じ
〉。
両
近
衛
将
曹
、
各
一
人
、
近
衛
を
率
い
〈
左
近
衛
五
人
、
右
近
衛
五
人
〉、
承

じ
ょ
う

明め
い

門も
ん

を
開
く
〈
相
対
し
て
之
を
開
く
〉。

先
ず
共
に
北
面
し
、
門
内
の
壇
下
に
立
ち
、
共
に
弓
を
置
き
、
階
を
登
り
之
を
開
く
〈
将
曹
、
尚
立
つ
〉。（
下
略
）。 

 

『
内
裏
式
』（
弘
仁
十
二
年
（
八
二
一
）
撰
進
）
に
記
載
が
あ
り
、
平
安
時
代
初
期
に
は
儀
式
次
第
が
整
備
さ
れ
て
い
る
。 

 

『
延
暦
儀
式
帳
』（
延
暦
二
十
三
年
（
八
〇
四
）
に
撰
進
。『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
と
『
止
由
気
宮
儀
式
帳
』
の
総
称
） 

史
料
『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
正
月
例 

先
の
卯
日
を
以
て
、
禰
宜
・
内
人
・
物
忌
等
率
い
て
、
御
杖
を
造
り
、
太
神
宮
並
び
に
荒
祭
宮
に
供
奉
す
。 

 

史
料
『
止
由
気
宮
儀
式
帳
』
正
月
例 

先
の
卯
日
を
以
て
、
御
杖
を
造
る
。
神
宮
な
ら
び
に
高
宮
に
進
め
奉
る
〈
太
神
宮
八
枚
。
高
宮
四
枚
〉。 

 

『
延
暦
儀
式
帳
』
に
も
伊
勢
神
宮
の
年
中
行
事
と
し
て
挙
げ
ら
れ
、
延
暦
年
間
に
は
伊
勢
神
宮
で
も
恒
例
と
な
っ
て
い
た
。 
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史
料
『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
仁
寿
二
年
（
八
五
二
）
正
月
己
卯
（
十
二
日
）
条 

 

諸
衛
府
、
㱾か

い

杖
を
献
ず
。
精
魅
を
逐お

う
な
り
。 

  
 

持
統
三
年
以
来
の
国
史
に
お
け
る
記
事 

㱾
：
正
月
卯
の
日
に
身
に
佩
び
て
邪
気
を
祓
う
も
の
。
金
、
玉
、
桃
の
木
な
ど
を
用
い
て
作
る
。 

 
 
 
 

あ
る
い
は
、
本
条
の
「
㱾
」
は
「
卯
」
の
誤
字
か
。「
卯
杖
」
の
語
の
初
見
。 

こ
の
後
、
清
和
天
皇
の
時
代
（
天
安
・
貞
観
）
か
ら
恒
例
行
事
と
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
【
表
】。 

 

（
四
）
六
国
史
に
お
け
る
年
中
行
事
の
編
纂
方
針 

六
国
史
に
は
、
各
々
の
編
纂
方
針
が
あ
る
。 

『
続
日
本
紀
』
は
、
年
中
行
事
の
実
施
を
毎
年
記
録
し
な
い
。 

『
日
本
三
代
実
録
』
は
、
毎
年
記
録
す
る
【
表
】。 

 
→

『
続
日
本
紀
』
に
記
載
が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
卯
杖
が
奈
良
時
代
に
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。 

 
 
 
 

天
平
宝
字
二
年
の
例
（『
続
日
本
紀
』
に
は
記
載
が
な
い
が
、
実
施
さ
れ
て
い
る
）。 

 
 
 
 
 

養
老
雑
令
40 

諸
節
日
条
は
、
正
月
一
日
、
七
日
、
十
六
日
、
三
月
三
日
、
五
月
五
日
、
七
月
七
日
、
十
一
月
大
嘗

日
を
節
日
と
規
定
。
原
則
と
し
て
、
毎
年
節
日
に
儀
式
を
行
っ
て
い
る
が
、『
続
日
本
紀
』
は
あ
ま
り
記
載
し
な
い
。 

 
 
 
 
 
 

後
世
に
は
、
卯
杖
の
儀
が
元
日
・
七
日
節
会
の
日
と
重
な
れ
ば
、
他
の
諸
司
の
奏
上
と
と
も
に
献
上
す
る
こ
と

が
あ
り
、
そ
の
場
合
は
杖
の
記
載
が
な
い
場
合
も
あ
る
。
六
国
史
の
時
代
で
も
同
様
の
可
能
性
が
あ
る
。 

『
内
裏
式
』『
延
暦
儀
式
帳
』
の
記
載
か
ら
、
延
暦
年
間
に
は
伊
勢
神
宮
で
恒
例
と
な
っ
て
い
た
。 

 
→

延
暦
年
間
以
前
に
宮
中
で
も
恒
例
の
年
中
行
事
化
し
て
い
た
。
こ
れ
が
伊
勢
神
宮
で
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
。 

  

二 

卯
杖
の
源
流
と
日
本
へ
の
伝
来 

（
一
）
卯
杖
の
源
流 

古
代
中
国 

史
料
『
漢
書
』
九
十
九 

王
莽 

 

服
虔
註 

 

始
建
国
元
年

（

九

）

正
月
朔
。（
中
略
）。
今
百
姓
咸み

な

言
す
、
皇
天
、
漢
を
革
め
て
新
を
立
て
、
劉
を
廃
し
て
王
を
興
す
。
夫
れ
劉
の

字
を
な
す
は
卯
・
金
・
刀
な
り
。
正
月
剛
卯
、
金
刀
の
利
、
皆
行
う
こ
と
を
得
ず
。 

服ふ
く

虔け
ん

曰
く
、
剛
卯
は
正
月
卯
日
を
以
て
作
り
こ
れ
を
佩
す
。
長
三
寸
、
広
一
寸
四
方
。
或
い
は
玉
を
用
い
、
或
い
は
金
を
用

い
、
或
い
は
桃
を
用
ふ
。
革
帯
を
著
し
、
こ
れ
を
佩
す
。
今
、
玉
在
者
あ
り
。
其
一
面
に
銘
し
、
正
月
剛
卯
と
曰
ふ
。
金
刀

莽
、
鋳
る
と
こ
ろ
の
銭
な
り
。（
下
略
）。 

前
漢
を
滅
ぼ
し
、
新
を
興
し
た
王
莽
が
漢
王
朝
の
皇
統
で
あ
る
劉
氏
を
忌
避
し
た
。 

「
劉
」
の
字 

「
卯
」「
金
」「
刀
」
の
三
字
か
ら
な
る
の
で
、「
剛
卯
」
を
用
い
る
こ
と
を
禁
じ
た
。 
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「
剛
」
の
字 

 

陰
陽
相
生
相
剋
論 

 
 

数
字
を
五
剛
五
柔
に
分
け
、
甲
・
丙
・
戊
・
庚
・
壬
を
剛
と
し
、
乙
・
丁
・
己
・
辛
・
癸
を
柔
と
し
た
。 

 
 
 

剛
の
日
は
陽
に
属
し
、
盛
ん
で
強
大
な
様
を
示
す
。 

「
剛
」
と
「
卯
」
が
結
び
つ
い
て
「
剛
卯
」
と
な
る
。 

 
 

漢
王
朝
の
劉
氏
に
剛
気
を
補
う
と
い
う
発
想
。 

 
 
 

劉
氏
を
祝
福
し
、
そ
の
生
命
力
を
強
め
る
剛
卯
の
行
事
を
危
険
視
し
た
。 

 
 
 
 

卯
杖
の
儀
式
の
前
身
的
な
行
事 

→

漢
の
時
代
に
は
「
剛
卯
」
が
存
在
し
た
。
漢
代
に
桃
の
枝
で
作
っ
た
剛
卯
杖
を
使
用
。 

桃
は
鬼
が
嫌
う
と
さ
れ
た
（
桃
酒
や
桃
太
郎
な
ど
）。 

長
さ
三
寸
（
約
９
㎝
）×

一
寸
四
方
（
約
３×

３
㎠
） 

玉
や
金
を
つ
け
る
。
五
色
の
糸
を
通
す
も
の
も
あ
り
。 

後
漢
で
は
、
剛
卯
の
行
事
が
再
開
さ
れ
る
が
、
唐
で
は
衰
え
て
い
た
。 

 

（
二
）
伝
来 

暦
の
導
入 

年
中
行
事
を
毎
年
確
実
に
行
う
た
め
に
は
暦
の
導
入
・
普
及
が
重
要 

暦
の
導
入
以
前
も
年
中
行
事
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
農
事
や
気
象
か
ら
判
断
。 

農
耕
作
業
が
行
わ
れ
る
所
に
は
年
中
行
事
が
存
在
し
う
る
。 

欽
明
十
四
年
（
五
五
三
）
六
月
、
百
済
か
ら
の
暦
博
士
の
派
遣
（
た
だ
し
、
暦
を
一
般
に
公
布
し
て
い
な
い
）。 

推
古
十
年
（
六
〇
二
）
十
月
、
百
済
僧
観
勒
に
よ
る
暦
本
の
将
来
。 

推
古
十
二
年
正
月
、
暦
の
使
用
を
開
始
。 

 
→

推
古
朝
の
段
階
で
暦
を
使
用
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。 

持
統
三
年
（
六
八
九
）
六
月
、
飛
鳥
浄
御
原
令
の
諸
司
へ
の
頒
布
。 

 
 

持
統
四
年
十
一
月
甲
申
（
十
一
日
）
条
「
勅
を
奉
る
に
、
始
め
て
元
嘉
暦
と
儀
鳳
暦
と
を
行
ふ
」 

 
 
 

持
統
四
年
以
前
に
も
元
嘉
暦
が
使
用
さ
れ
て
い
た
が
、
範
囲
が
限
定
的
。 

 
 
 
 
 

持
統
五
年
以
降
の
日
食
記
事
が
暦
の
計
算
に
よ
る
も
の
に
変
わ
る
（
以
前
は
実
際
に
観
測
さ
れ
た
も
の
） 

 
 
 
 

国
家
の
制
定
・
運
用
す
る
暦
が
普
及
し
て
い
く
。 

 

年
中
行
事
の
伝
来 

 

遣
隋
使
・
遣
唐
使
等
を
通
じ
て
の
制
度
・
文
物
の
輸
入
（
年
中
行
事
も
そ
の
一
つ
） 

 
 

大
化
の
改
新
前
後
に
は
、
中
国
（
唐
）
か
ら
直
接
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
が
多
く
あ
る
。 

 
 
 

た
だ
し
、
唐
で
は
剛
卯
の
行
事
が
衰
え
て
い
た
。 

 
 
 
 
→

唐
代
以
前
の
輸
入 

 
 
 
 
 
 

「
卯
」
日
の
概
念
が
必
要 
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干
支
の
概
念
の
伝
来
か
ら
六
世
紀
中
頃
の
間 

 

稲
荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣
銘
「
辛
亥
年
七
月
中
記
」（
辛
亥
年
＝
四
七
一
年
） 

 
隅
田
八
幡
宮
人
物
画
像
鏡
「
癸
未
年
八
月
日
」（
癸
未
年
＝
四
四
三
年
か
五
〇
三
年
） 

 

（
三
）
持
統
三
年
以
前 

史
料
『
日
本
書
紀
』
天
武
五
年
（
六
七
六
）
正
月
癸
卯
（
四
日
）
条 

高
市
皇
子
以
下
、
小
錦
以
上
大
夫
等
、
衣
・
袴
・

褶
ひ
ら
お
び

・
腰
帯
・
脚
帯
及
び
机
・
杖
を
賜
ふ
。
唯
、
小
錦
の
三
階
は
机
を
賜
わ

ず
。 

 

先
行
研
究
で
は
、
卯
杖
の
例
に
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
。 

 

正
月
上
卯
の
日
に
見
え
る
杖
の
行
事 

 
 

杖
と
机
の
組
み
合
わ
せ
。 

 
 

天
皇
か
ら
臣
下
に
賜
う
（
百
官
が
賜
る
例
と
の
比
較
？
） 

高
市
皇
子
を
対
象
と
す
る
意
味 

当
時
は
皇
太
子
不
在
（
吉
野
の
盟
約
は
天
武
八
年
、
草
壁
皇
子
の
立
太
子
が
天
武
十
年
）。 

高
市
皇
子
以
外
の
天
武
天
皇
の
皇
子
は
ま
だ
幼
い
（
草
壁
皇
子
は
十
四
歳
）。 

壬
申
の
乱
に
お
け
る
軍
事
面
の
功
績
。 

  

三 

目
的 

邪
気
（
悪
鬼
）
を
祓
う
こ
と
が
第
一
義 

 

史
料
『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
仁
寿
二
年
（
八
五
二
）
正
月
己
卯
（
十
二
日
）
条 

（
上
略
）。
精
魅
を
逐お

う
な
り
。 

史
料
「
漢
官
儀
」（『
明
文
抄
』
所
引
）
正
月
卯
日
条 

正
月
卯
日
、
桃
枝
を
以
て
剛
卯
杖
を
作
る
。
鬼
を
厭
う
な
り
。
常
に
正
月
卯
日
を
以
て
之
を
作
る
。
精
魅
を
逐
う
な
り
。

方
六
分
、
長
一
寸
二
分
、
金
・
玉
・
犀
・
象
を
以
て
之
を
作
る
。
貧
者
、
木
を
以
て
す
。
正
月
卯
日
を
以
て
作
る
は
、
大

剛
卯
と
謂
う
。 

『
明
文
抄
』：
藤
原
孝
範
編
の
漢
詩
文
集
。
鎌
倉
初
期
成
立
。
漢
語
の
故
事
金
言
集
。 

『
漢
官
儀
』：
建
安
元
年
（
一
九
六
）
に
、
応
劭
が
漢
の
献
帝
に
献
上
し
た
漢
代
の
官
制
に
関
わ
る
書
。 

 

長
寿
延
命 

 

史
料
『
年
中
行
事
秘
抄
』
正
月 

上
卯
日
御
杖
事 

 
 

広
業
卿
の
卯
杖
の
詩
に
云
う
、
漢
家
の
霊
寿
物
を
請
い
見
る
に
、
女
羅
の
色
は
旧
き
大
椿
の
枝
な
り
。 

女
羅
：
猿
麻
桛

さ

る

お
が

せ

の
唐
名
。
樹
皮
に
付
着
し
て
懸
垂
す
る
糸
状
の
地
衣
類
。
糸
状
に
よ
く
分
岐
し
淡
黄
緑
色
。
長
寿
の
象

徴
と
捉
え
ら
れ
る
。 
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四 

献
上
さ
れ
る
対
象 

天
皇 

皇
后 
皇
太
子 

後
に
は
百
官
が
賜
る 

平
安
時
代
に
お
け
る
貴
族
間
の
卯
杖
の
贈
答 

 
 

史
料
『
赤
染
衛
門
集
』 

 
 

正
月
に
業
遠
が
う
つ
え
し
て
だ
い
ば
ん
と
こ
ろ
へ
入
た
り
し
に 

い
か
な
り
し
つ
え
の
さ
か
り
の
日
か
け
と
も
た
か
こ
と
た
ま
と
み
え
も
わ
か
れ
ず 

 
 

 

か
へ
し 

わ
き
て
こ
そ
思
ひ
か
け
さ
す
山
端
に
我
こ
と
た
ま
の
杖
も
さ
り
し
か 

 

史
料
『
貫
之
集
』 

 
 

卯
杖 

卯
杖
つ
く
君
の
姿
は
翁
に
て
千
年
の
坂
を
今
や
越
え
な
ん 

 

卯
槌
の
例 

史
料
『
枕
草
子
』
一
四
四 

正
月
十
よ
日
の
ほ
ど
（
中
略
）。
え
せ
者
の
家
の
荒
畠
と
い
ふ
も
の
の
土
う
る
は
し
う
も
直
か
ら
ぬ
桃
の
木
の
わ
か
だ
ち
て
、

い
と
し
も
と
が
ち
に
さ
し
出
で
た
る
に
、（
中
略
）。
髪
を
か
し
げ
な
る
童
の
袙(

あ
こ
め)

ど
も
ほ
こ
ろ
び
が
ち
に
て
袴
萎
え

た
れ
ど
、
よ
き
袿(

う
ち
ぎ)

着
た
る
三
四
人
来
て
「
卯
槌
の
木
の
よ
か
ら
ん
、
切
り
て
お
ろ
せ
、
御
前
に
も
召
す
」
な
ど
い

ひ
て
、
お
ろ
し
た
れ
ば
、
は
ひ
し
ら
が
ひ
と
り
て
、
さ
し
仰
ぎ
て
「
我
に
お
ほ
く
」
な
ど
い
ひ
た
る
こ
そ
を
か
し
け
れ
。 

 

卯
杖
・
卯
槌
（
後
述
）
は
貴
族
や
後
宮
に
も
配
布
さ
れ
た 

内
裏
だ
け
で
な
く
、
貴
族
の
家
な
ど
で
も
行
わ
れ
た
。 

卯
槌
を
宮
中
の
女
房
間
で
贈
答
。
卯
槌
は
あ
ま
り
見
え
な
い
。 

  

五 

献
上
す
る
官
司 

大
学
寮 

持
統
三
年
の
み 

 

こ
れ
以
降
は
諸
衛
府
が
通
例
と
な
る
。 

大
学
寮
か
ら
献
上
す
る
意
味
が
分
か
り
に
く
い
（
山
中
氏
） 

律
令
制
度
の
草
創
期
で
あ
り
、
大
学
寮
が
中
国
の
学
問
・
思
想
を
考
究
す
る
一
方
、
当
時
の
新
し
い
思
想
と
し
て
、
こ
の

時
に
初
め
て
朝
廷
に
紹
介
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
（
菅
原
氏
） 

外
来
の
年
中
行
事
を
取
り
入
れ
た
の
で
、
古
代
の
高
等
教
育
機
関
で
あ
る
大
学
寮
が
担
当
し
た
（
矢
野
氏
） 

卯
杖
に
模
様
や
文
字
が
書
い
て
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
（『
皇
太
神
宮
年
中
行
事
』）、
そ
れ
を
書
く
た
め
に
最
初
は
筆
墨
と
深

く
関
係
の
あ
る
大
学
寮
が
献
上
（
劉
氏
） 
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衛
府
（
軍
事
を
司
る
官
司
） 

史
料
『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
仁
寿
二
年
（
八
五
二
）
正
月
己
卯
（
十
二
日
）
条 

 

諸
衛
府
、
㱾か

い

杖
を
献
ず
。
精
魅
を
逐お

う
な
り
。 

㱾
：
正
月
卯
の
日
に
身
に
佩
び
て
邪
気
を
祓
う
も
の
。
金
、
玉
、
桃
の
木
な
ど
を
用
い
て
作
る
。 

 
 
 
 

あ
る
い
は
、
本
条
の
「
㱾
」
は
「
卯
」
の
誤
字
か
。「
卯
杖
」
の
語
の
初
見
。 

 

『
公
事
根
源
』
は
『
文
徳
天
皇
実
録
』
仁
寿
二
年
の
例
を
諸
衛
府
が
献
上
す
る
起
源
と
す
る
。 

諸
衛
府
が
献
ず
る
起
源
は
、『
内
裏
式
』
上
卯
日
献
御
杖
式
・『
儀
式
』
に
み
え
る
こ
と
か
ら
、
仁
寿
二
年
よ
り
古
い
。 

史
料
『
儀
式
』
上
卯
日
献
御
杖
儀 

其
の
日
早
旦
、
所
司
、
紫
宸
殿
を
装
飾
す
。
近
仗
、
中
儀
に
服
す
。
皇
太
子
、
内
裏
に
参
入
す
。
坊
官
、
舎
人
四
人
を
率
い

〈
舎
人
監
預
、
容
貌
の
端
正
な
る
者
を
撰
定
す
〉、
御
杖
案
を
挙
げ
之
に
随
ふ
。（
下
略
）。 

 

中
儀
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。 

 

大
舎
人
寮 

大
舎
人
は
天
皇
に
供
奉
し
て
宿
直
な
ど
の
雑
務
を
担
っ
た
下
級
官
人
。
大
舎
人
寮
は
大
舎
人
を
管
理
す
る
官
司
。 

初
め
て
出
仕
す
る
際
に
は
大
舎
人
に
任
ぜ
ら
れ
、
後
に
適
職
へ
と
異
動
す
る
。 

 

皇
太
子 

史
料
『
類
聚
国
史
』
天
長
七
年
（
八
三
〇
）
正
月
己
卯
（
四
日
）
条 

天
皇
、
紫
宸
殿
に
御
す
。
皇
太
子
、
御
杖
を
献
ず
。 

 

東
宮
（
春
宮
）
坊 

 

東
宮
（
皇
太
子
）
に
仕
え
て
、
そ
の
庶
務
を
担
当
し
た
機
関
。 

  

六 

儀
式
次
第 

（
一
）
形
状
・
材
質 

卯
杖 

史
料
『
延
喜
式
』
大
舎
人
寮
式 

正
月
上
卯
日
供
進
御
杖
条 

凡
そ
正
月
の
上
卯
の
日
、
御
杖
供
進
せ
む
と
、
其
の
日
の
質
明

ほ
の
あ
か
り

に
、
頭か

み

、
舎
人
将
い
て
承
明
門
外
に
候
せ
よ
。
舎
人
、
門
を

叫こ

い
て
曰
く
、
御
杖

進
た
て
ま
つ

ら
む
と
、
大
舎
人
寮
の
官
姓
名
、
門
に
候
す
と
申
す
。
訖お

は

り
て
掃
部

か

も

ん

寮
、
案
を
中
庭
に
設
け
よ
。

頭
以
下
舎
人
以
上
、
各
杖
を
執と

り
て
分
か
れ
て
両
行
と
な
す
。
入
り
て
案
下
に
至
り
て
立
つ
〈
案
を
去
る
こ
と
三
尺
〉
。
頭
進

み
て
奏
し
て
曰
く
、
大
舎
人
寮
申
す
、「
正
月
の
上
卯
の
日
の
御
杖
仕
へ
奉
り
て
進

す
す
め

ら
く
を
申
し
給
は
く
」
と
申
す
。
勅
し

て
曰
く
、
之
を
置
け
。
属

さ
か
ん

以
上
、
共
に
称
唯

い
し
ょ
う

し
、
次

つ
い
で

に
随
い
て
相
転つ

た

え
て
案
上
に
置
く
。
畢お

わ

り
て
即

す
な
わ

ち
退
出
す
。
其
の
杖
、
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曽そ

波ば

木き

二
束
、
比ひ

比い

良ら

木ぎ

、
棗

な
つ
め

、
毛
保
許

も

ほ

こ

、
桃
、
梅
各
六
束
〈
已
上
は
二
株
を
束
と
な
せ
〉。
焼
椿
十
六
束
、
皮
椿
四
束
、
黒

木
八
束
〈
已
上
は
四
株
を
束
と
な
せ
〉。
中
宮
は
比
比
良
木
、
棗
、
毛
保
許
、
桃
、
梅
各
二
束
、
焼
椿
、
皮
椿
各
五
束
〈
但
し
、

奉
る
儀
は
両
宮
式
に
見
ゆ
〉。
拭ぬ

ぐ

ふ
細
布
四
丈
五
尺
、
裹つ

つ

む
紙
五
百
四
十
張
、
木
綿

ゆ

う

六
斤
、
木
賊

と

く

さ

十
五
両
。
十
二
月
五
日
に
省

に
申
せ
。 

 『
延
喜
式
』
春
宮
坊
式
・
左
右
兵
衛
府
式
に
も
卯
杖
の
記
載
が
あ
り
、
小
儀
に
分
類
さ
れ
る
。 

 

大
き
さ 

長
さ
五
尺
三
寸
（
約
一
六
〇
㎝
）
に
切
る
。 

 
 

複
数
（
四
株
）
を
一
束
に
束
ね
る
。
そ
の
束
を
二
～
十
六
束
に
ま
と
め
て
献
上
。 

樹
種 曽

波
木

そ

ば

き

・
比
々
良
木

ひ

い

ら

ぎ

・
牟
保
許

む

ぼ

こ

（
毛
保
許

も

ほ

こ

）・
棗

な
つ
め

・
桃
・
柏
・
椿
・
木
瓜

ぼ

け

・
榠
樝

か
ら
ぼ
け

・
梅
な
ど
の
木 

 

椿
：
春
の
木
。
椿
の
木
を
用
い
た
土
蜘
蛛
退
治
の
伝
説
。 

 
 

桃
：
邪
気
・
悪
鬼
を
祓
う
。 

杖
の
持
つ
意
味 

 

神
が
山
か
ら
村
に
降
り
て
く
る
時
に
用
い
る
神
聖
な
も
の 

 

卯
杖
は
正
月
の
神
を
迎
え
る
た
め
に
作
ら
れ
る 

 

王
権
の
シ
ン
ボ
ル 

 

卯
杖
を
奉
る
の
が
衛
府
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
軍
事
的
な
意
味 

 
 

支
配
す
る
者
と
そ
の
指
揮
下
に
入
る
者
の
秩
序
の
確
認 

杖
を
臣
下
に
賜
る
意
味 

 

（
二
）
卯
杖
と
剛
卯 

剛
卯 

『
漢
書
』 

長
さ
三
寸 

幅
が
一
寸
四
方 

 

剛
卯
杖 

「
漢
官
儀
」 

 

『
日
本
三
代
実
録
』
の
清
和
天
皇
よ
り
「
剛
卯
杖
」
と
記
さ
れ
る
。 

 

卯
槌 

 

『
枕
草
子
』
八
十
七
段 

長
さ
五
寸
ほ
ど 

 

卯
杖
よ
り
小
さ
い 
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平
安
時
代
に
は
卯
杖
と
卯
槌
は
同
時
期
に
併
存 

卯
杖
と
同
じ
よ
う
に
頭
を
紙
で
包
ん
だ
。 

 

違
い 卯

槌
の
装
飾
は
卯
杖
が
基
準
と
な
る
も
の 

卯
槌
と
『
漢
書
』
の
剛
卯
と
は
大
き
さ
が
似
て
い
る
。 

 

（
三
）
儀
式
次
第 

『
内
裏
式
』
上
卯
日
献
御
杖
式 

『
儀
式
』
上
卯
日
献
御
杖
儀 

『
延
喜
式
』 

天
皇
が
紫
宸
殿
に
出
御 

皇
太
子
と
春
宮
坊
官
人
が
卯
杖
を
机
に
乗
せ
て
参
入 

卯
杖
を
簀
子
敷
の
上
に
立
て
て
退
出 

内
侍
が
こ
れ
を
奏
覧 

大
舎
人
寮
が
卯
杖
を
持
っ
て
参
入 

「
正
月
〈
乃
〉
上
卯
日
〈
乃
〉
御
杖
供
奉
〈
氐
〉
進
〈
楽
久
乎
〉
申
給
〈
波
久
止
〉」（
卯
杖
の
寿
詞
）
を
奏
上 

天
皇
が
「
置
け
」
と
言
う 

大
舎
人
寮
が
杖
を
庭
中
の
案
上
（
机
）
に
置
く 

同
様
に
左
右
兵
衛
府
も
杖
を
献
上 

内
蔵
寮
の
允
以
下
が
参
入
し
て
卯
杖
の
案
を
持
っ
て
退
出 

内
侍
が
、
昼
は
昼
御
座
、
夜
は
夜
御
殿
に
立
て
る 

 

献
上
の
作
法 

『
西
宮
記
』『
江
家
次
第
』 

作
物
所
が
州
浜
を
作
り
、
洲
浜
の
上
に
岩
や
草
木
を
置
き
、
生
気
の
方
角
（
吉
方
）
の
獣
（
北
な
ら
子
（
ネ
ズ
ミ
））
の
形
を

作
り
、
卯
杖
を
持
た
せ
る
。 

洲
浜
：
川
や
海
の
流
れ
に
よ
っ
て
砂
が
丘
状
と
な
っ
た
地
形
の
こ
と
。
そ
の
形
状
を
模
し
た
盤
の
上
に
、
岩
や
草
木
・
花

鳥
な
ど
の
時
節
に
沿
っ
た
景
物
を
あ
し
ら
っ
た
飾
り
物
。
酒
宴
な
ど
で
用
い
る
。 

献
上
の
後
は
、
宮
中
の
昼
御
座
に
立
て
て
飾
ら
れ
る
。 

『
儀
式
』
に
は
洲
浜
・
卯
槌
の
献
上
が
見
え
な
い
。 

  

（
四
）
神
社
の
例
（
中
世
以
降
も
含
む
） 

伊
勢
神
宮 

 

『
延
暦
儀
式
帳
』 

祢
宜
・
内
人
が
卯
杖
を
献
上 

熱
田
神
宮 
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正
月
十
一
日
踏
歌
神
事
の
卯
杖
舞 

生
国
魂
神
社 

 

正
月
七
日
卯
杖
祭 

伊
太
祁
曽
神
社 

正
月
十
五
日
の
卯
杖
祭
（
踏
歌
と
類
似
す
る
）。 

亀
戸
神
社 

 

初
詣
の
参
拝
者
に
卯
槌
を
授
与 

太
宰
府
天
満
宮 

 

正
月
七
日
鬼
す
べ 

卯
杖
で
鬼
の
面
を
打
つ 

 

（
五
）
他
の
儀
式
と
の
関
係 

年
木
・
御
薪 

 

正
月
の
神
聖
な
火
を
炊
く
た
め
の
木
を
意
味
す
る
。 

 

杖
と
し
て
宮
廷
儀
式
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
か
。 

後
世
に
は
、
卯
杖
の
儀
が
元
日
・
七
日
節
会
の
日
と
重
な
れ
ば
、
他
の
諸
司
の
奏
上
と
と
も
に
献
上
す
る
こ
と
が
あ
り
、

そ
の
場
合
は
杖
の
記
載
が
な
い
場
合
も
あ
る
。
六
国
史
の
時
代
で
も
同
様
の
可
能
性
が
あ
る
。 

踏
歌 

 

王
卿
た
ち
の
祭
具
に
「
白
杖
」
が
み
え
る
（『
西
宮
記
』） 

卯
杖
（
槌
）・
踏
歌
・
翁
の
つ
な
が
り 

 
 
 

卯
杖
と
踏
歌
で
年
占
や
邪
気
を
祓
う
他
に
、
敬
老
・
延
寿
の
意
味
が
あ
っ
た
。 

 
 

 
 

卯
杖
は
神
を
招
く
依
り
代
の
役
目
も
果
た
し
た
（
菅
原
氏
） 

熱
田
神
宮
、
伊
太
祁
曽
神
社
等
の
踏
歌
神
事
に
卯
杖
舞
が
み
え
る
。 

杖
を
以
て
土
を
叩
く
作
法
が
踏
歌
に
お
い
て
足
で
土
を
踏
み
叩
く
こ
と
と
類
似
。 

  

お
わ
り
に 

『
建
武
年
中
行
事
』
（
一
三
三
四
年
著
） 

 

卯
の
日
に
あ
た
れ
ば
、
卯
杖
の
奏
あ
り
。
六
府
杖
を
奉
る
。
作
物
所
、
生
気
方
の
獣
の
す
が
た
を
作
り
て
、
卯
杖
を
お
は
せ
、

様
々
の
つ
く
り
も
の
有
。
台
盤
所
に
奉
る
。
中
宮
春
宮
お
な
じ
。
春
宮
よ
り
宮
司
を
使
に
て
奉
ら
る
。
蔵
人
禄
を
た
ま
ふ
。

六
府
た
て
ま
つ
れ
る
卯
杖
を
と
り
て
、
ひ
の
御
座
の
御
帳
、
夜
お
と
ど
の
御
帳
、
四
の
す
み
に
た
つ
る
な
り
。 

南
北
朝
時
代
ま
で
続
い
て
い
た
が
、
宮
廷
儀
式
と
し
て
は
室
町
時
代
に
は
廃
絶
し
て
い
る
。 

民
衆
の
間
に
広
が
っ
て
い
た
卯
杖
を
贈
る
行
事
は
、
続
い
て
い
く
。 

神
社
で
も
受
け
継
が
れ
て
い
く
。 

卯
杖
は
贈
答
し
合
う
も
の
と
な
っ
て
い
く 
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主
要
参
考
文
献 

山
中
裕
「
卯
杖
」（『
平
安
朝
の
年
中
行
事
』、
塙
書
房
、
一
九
七
二
年
）。 

菅
原
嘉
孝
「
卯
杖
な
ら
び
に
卯
槌
に
つ
い
て
」（『
國
學
院
雑
誌
』
九
三-

八
、
一
九
九
二
年
）。 

丸
山
裕
美
子
「
唐
と
日
本
の
年
中
行
事
」（『
日
本
古
代
の
医
療
制
度
』、
名
著
刊
行
会
、
一
九
九
八
年
、
初
出
は
一
九
九
二
年
）。 

矢
野
憲
一
「
卯
杖
の
行
事
」（『
杖 
も
の
と
人
間
の
文
化
史
』、
法
政
大
学
出
版
会
、
一
九
九
八
年
）。 

劉
暁
峰
「
卯
杖
考
」（『
古
代
日
本
に
お
け
る
中
国
年
中
行
事
の
受
容
』、
桂
書
房
、
二
〇
〇
二
年
、
初
出
は
一
九
九
七
年
）。 

佐
野
真
人
「
神
宮
に
お
け
る
卯
杖
供
進
儀
礼―

 
朝
廷
儀
礼
と
の
比
較
か
ら
」（『
皇
學
館
大
学
神
道
研
究
所
紀
要
』
三
〇
、
二
〇

一
四
年
）。 

大
石
泰
夫
「
古
代
の
儀
礼―

卯
杖
・
卯
槌
と
剛
卯
と
ー
」（『
古
代
の
文
化
圏
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
古
代
文
学
と
隣
接
諸
学 

２
）』、

竹
林
舎
、
二
〇
一
七
年
）。 

        



【表 飛鳥時代後期～平安時代初期の正月上卯にみえる杖】 

元号 

(西暦) 

日付 

干支 

献上物(杖

の表記) 

献上された

者 

献上した者 出典 備考 

天武5 

(676) 

4癸卯 杖 高市皇子以

下、小錦以上

大夫等 

 日 高市皇子以下、小錦以上大夫等が杖などを賜う 

持統3 

(689) 

2乙卯 杖八十枚 (鸕野讚良皇

后カ) 

大学寮 日 鸕野讚良皇后（持統天皇）の称制期間 

天平宝字

2(758) 

6己卯 卯日御杖 (天皇)  正倉院

宝物 

卯日御杖机（三十足机）（中倉 202.203）の足の

銘文「卯日御杖机 天平宝字二年正月」 

天長７ 

(830) 

4己卯 御杖 天皇 皇太子 類、紀 紫宸殿 

承和3 

(836) 

3癸卯 御杖 天皇 皇太子 類、紀 紫宸殿 

承和5 8丁卯 御杖 天皇 皇太子 続後 紫宸殿 

仁寿2 

(852) 

12己卯 㱾杖 (天皇) 諸衛府 文 逐精魅也 

類は「㱾」を「卯」とする 

仁寿3 12癸卯 㱾杖 (天皇) 諸衛府 文 類は「内侍伝旨」を「如常」とする 

仁寿4 6辛卯 㱾杖 (天皇) 諸衛府 文 内侍伝旨、転而奏上之 

斉衡3 

(856) 

11乙卯 御杖 (天皇) 東宮 文 如常 

類は「㱾」を「卯」とする 㱾杖 諸衛府 

斉衡4 4癸卯 㱾杖 (天皇) 諸衛府 文 内侍転而奏上之 

類は「㱾」を「卯」とする 

天安3 

(859) 

10丁卯 剛卯杖 天皇 所司 三 天皇不御前殿、付内侍奏 

貞観2 

(860) 

4乙卯 剛卯杖 天皇 所司 三 天皇不御前殿、付内侍奏 

貞観3 4己卯 剛卯杖 天皇 所司 三 天皇不御前殿、付内侍奏 

貞観4 10己卯 剛卯杖 天皇 所司 三 天皇不御前殿、付内侍司奏 

貞観5 4丁卯 剛卯杖 (天皇) 所司 三 付内侍奏 

貞観6 4辛卯 剛卯杖 天皇 所司 三 天皇不御前殿、付内侍奏之 

貞観8 2己卯 剛卯杖 天皇 所司 三 天皇不御紫宸殿、付内侍奏 

貞観9 2癸卯 剛卯杖 天皇 所司 三 如常。天皇不御紫宸殿、付内侍奏 

貞観10 8癸卯 剛卯杖 (天皇) 所司 三  

貞観11 9丁卯 剛卯杖 天皇 所司 三 天皇不御紫宸殿、内侍伝奏 

貞観12 2乙卯 剛卯杖 天皇 所司 三 天皇不御紫宸殿、付内侍奏 

貞観13 8乙卯 剛卯杖 天皇 春宮坊 所司 三 天皇不御紫宸殿、付内侍奏 

貞観14 8己卯 剛卯杖 天皇 春宮坊 所司 三 天皇不御紫宸殿、付内侍奏 

貞観15 1丁卯 剛卯杖 (天皇) 春宮坊 所司 三 付内侍奏 

貞観16 6丁卯 剛卯杖 (天皇) 春宮坊 所司 三 付内侍奏 

貞観17 7辛卯 剛卯杖 (天皇) 春宮坊 所司 三 付内侍奏 

貞観18 1己卯 剛卯杖 (天皇) 春宮坊 所司 三 付内侍奏 

貞観19 7己卯 剛卯杖 天皇 所司 三 前殿 如旧儀 

元慶2 

(878) 

7癸卯 剛卯杖 (天皇) 所司 三 所司付内侍 

元慶3 1辛卯 剛卯杖 (天皇) 所司 三  

元慶4 1乙卯 剛卯杖 (天皇) 所司 三  

元慶6 12乙卯 剛卯杖 天皇 所司 三 天皇不御紫宸殿、付内侍奏 

元慶9 11丁卯 剛卯杖 天皇 所司 三 天皇不御紫宸殿、付内侍奏 

仁和2 

(886) 

11辛卯 剛卯杖 天皇 所司 三 紫宸殿、付内侍奏 如常儀 

六国史以前の実例を表とした。 

出典：『日本書紀』は日、『類聚国史』は類、『日本紀略』は紀、『続日本後紀』は続後、『文徳実録』は文、『三代実録』は三と略す。 

 


